
船舶事故等調査報告書 

平成２７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１８４号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２６年１２月２３日 １８時３０分ごろ 

発生場所 京浜港東京第２区 

 晴海信号所から真方位１８９°１,５１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３７.９７′ 東経１３９°４６.２０′） 

事故等調査の経過  平成２６年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 幸
こう

吉
きち

丸、１２トン 

 ２３０－２６１２９東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部外板に擦過傷 

灯浮標 防護枠に曲損、錨鎖が破断 

 事故等の経過  本船は、船長、乗組員Ａ及び乗組員Ｂほか１人が乗り組み、乗客 

１４人を乗せ、船長が、東京都港区お台場海浜公園の水域に錨泊する

目的で、乗組員Ａに操舵室右舷側の甲板で見張りを行わせ、右舷船尾

の操舵室に立った姿勢で天井開口部から上半身を出して操船に当た

り、港区台場公園南西方沖を約１ノットの対地速力で南東進してい

た。 

 本船は、船長が、台場公園南西方沖の北側に設置された灯浮標（以

下「北側灯浮標」という。）と南側に設置された灯浮標（以下「南側

灯浮標」という｡）の間を通過するつもりで、北側灯浮標の灯火を確

認しながら航行していたところ、平成２６年１２月２３日１８時３０

分ごろ、突然、ゴツという音がした。 

 船長は、機関を中立にした後、本船の屋根に上がって船首方を確認

し、本船の船首部が南側灯浮標に衝突したことを知った。 

 本船は、船長が損傷状況を確認し、船内で接客に当たっていた乗組

員Ｂから、乗客に負傷者がいないことを聞き、自力航行してお台場海

浜公園の水域に錨泊した。 

 船長は、乗組員Ｂに海上保安庁に連絡するよう指示し、海上保安庁

からの許可を得て乗客に飲食させた後、東京都品川区東品川の係留地

に戻って乗客を下船させた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約０.５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 



日没時刻：１６時３３分ごろ 

 その他の事項  本船は、ふだん、船長が、北側灯浮標の灯火と南側灯浮標の灯火を

確認した後、それぞれの灯火を左右に見ながら間を通過し、お台場海

浜公園の水域に錨泊していたが、本事故当時、陸上の灯
あか

りに紛れて南

側灯浮標の灯火を確認できなかった。 

 本船には、ＧＰＳプロッター及びレーダーがなかった。 

 船長は、見張りを行わせていた乗組員Ａに南側灯浮標の灯火が視認

できるかどうかを確認していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、台場公園南西方沖を南東進中、船長が、陸上の灯りに紛れ

て南側灯浮標の灯火が確認できない状況で航行を続けたことから、南

側灯浮標に向かう態勢となっていることに気付かず、南側灯浮標に衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、台場公園南西方沖を南東進中、船長が、

陸上の灯りに紛れて南側灯浮標の灯火が確認できない状況で航行を続

けたため、南側灯浮標に向かう態勢となっていることに気付かず、南

側灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  船長は、本事故後、台場公園の沖で船首部に乗組員を配置し、船首

方の状況を報告させるようにした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・灯浮標の近くを航行する際は、自船と灯浮標の位置関係を正確に

把握すること。 

 ・見張りを適切に行うこと。 

 


